
（写真）

 初秋の候、皆様方にはご健勝の事とお慶び申し上げます。 

 平素は、水保自治会運営、並びに、まちづくり推進活動に対しまして 

ご支援、ご協力をいただきありがとうございます。 

 今年の定期総会において、環境センター更新に対する自治会要望17項 

目(3事業に分類)を示させていただいて以降、行政と検討会を重ねてきま 

した。下記に今日までの経過報告を行います。 

１．自治会が事業主体として実施する事業(地域振興対策事業交付金を活用) 

 (1)水保集落センターの老朽化による改築   

 (2)ふれあいの家老朽化による撤去及び跡地に駐車場、防火倉庫設置 

 (3)新ふれあいの家新設(上町、国道477号バイパス沿い) 

 (4)町内全域への防災放送の機能アップ 

 (5)防犯灯の整備「街路灯(商工会)設置の改修」 

 上記5項目を今後、自治会で十分検討を行い、優先順位を決め実施し 

 ます。 

２．守山市が事業主体(公共事業)として実施する事業【●:市の回答】 

 (1)市道(バス停～明富中交差点)の全面舗装改修 

    ●平成30年～31年の間に実施予定。(工区を分けて実施) 

 (2)防火用水の整備 

    ●上水道の配管をループにするなど限りなく断水の無い整備を行 

    うと共に、消火栓を設置し、有事に備えるようにする。地下式 

       の防火水槽は出来ない。 

 (3)里道・農道の未舗装部の舗装(5ヶ所) 

   ●平成32年～33年の間に実施予定。(現場での官民境界の立会い) 

 (4)水路暗渠化による市道拡幅  

   ●平成30年～31年の間に実施、平成31年～工事実施、市道の全面 

    舗装と同時に実施予定。 

 (5)水路の底打ちコンクリート(現場での官民境界の立会い) 

   ●平成30年～工事実施予定。 

 (6)恒常的に環境影響調査の監視体制および実施 

   ●大気汚染、水質汚濁、地下水汚濁、土壌汚染、騒音振動、悪臭 

       等に関する環境影響を防止するために必要な措置を講じる。 

       各基準値を設け必要な測定を行う。 

 (7)地元住民への利便性確保 

   ●巡回バス等の運行検討中。(環境センター付帯設備完成後) 

３．国道477号線バイパス関連実施事業【●:市の回答】 

 (1)町内北側迂回路新設(観音寺から明富中学校まで) 

 (2)集落の維持・活性化を図り良好な住環境対策(農振除外)  

 (3)旧天神橋の平地化  

 (4)バイパスに伴う安全確保(信号機の設置、道路拡幅) 

 (5)バイパスに付随する整備(農道の舗装、用排水路の底打ち) 

 ●国道477号線バイパス要望に水保自治会、守山市共に交渉を進める。 

今後、更に詳細な話し合いを行います。 

なお、協定書の調印は予定より1ヶ月遅れて10月末の予定です。 

また、環境施設(本体)は多目的広場に建設が決まりましたので、ご理 

解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

今井薫自治会長の挨拶 
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今後の行事予定 

お気軽にご参加下さい。《自由参加・事前申込不要》

◆ふれあいサロン 毎週火曜(AM9:00) ふれあいの家

◇趣味の会 毎週水曜(PM8:00) 集落センター

◆歩こう会 毎月第2日曜(AM9:30) ふれあいの家出発

◇ひよこクラブ 毎月第2土曜(AM10:00) ふれあいの家

水保自治会長 今井 寿一 

犬の飼主の皆さんへお願い 

犬のフンの片づけは、飼い主の最低限のマ

ナーです。水保町内でも農道や地球市民の森

公園でのフンの放置が見られます。 

飼い主が犬のフンを片付けない行為は、タバ

コやゴミのポイ捨てと同じ行為にあたります。 

愛犬と出かける時は必ず、排泄物を処理する

ための道具を持ち歩く習慣をつけましょう。 

犬を散歩に連れ出す前に、自宅の敷地内で

あらかじめオシッコをさせる習慣をつけま

しょう。 

マーキングやトイレを外でするのであれば、

ペットボトルなどに入れた水を持って流す

などの配慮が必要です。 

リードを外したことで犬が道路に飛び出し、

車にひかれて死んでしまうことがあります。

またリードを外されたことで犬が他人に噛

(か)み付き、思わぬトラブルが起こります。 

「犬のリードを外さない」という最低限の

ルールは守るようにしましょう。  

ヘイケボタル幼虫放流 5月20日（土） 

樹下神社 

ヘイケボタルはゲンジボタルに比べてエサの種類も多く、
成長も早く、寒さや乾燥にも強く、繁殖力が旺盛で、日本
全国に生息しているといわれています。 
しかし、近年の環境変化により生息が激減し危機にさらさ
れているようです。水保町内でも半世紀ほど前までは飛ん
でいたようですが、近年ではほとんど見る事ができなくな
りました。 
今回、大曲町で取り組まれている「おまがりボタル」の幼
虫をいただき、集落センターで大切に育てられた100匹の幼
虫の放流が行われ、約1ヶ月後の6月下旬には順調に育った
ホタルの姿を約10匹見る事ができました。 



8月15日（火）  夏祭り 

ふれあいサロン 

7月30日（日） 

ひよこクラブ 7月7日（金） 

雨天により農業倉庫での開催となりましたが、例年どおり、ヨサコイ踊り、兵主
太鼓、江州音頭、バンド演奏（The Keep Water）が行われました。また、金魚
すくい、焼きそば等の屋台、抽選会もあり、大いに盛り上がりました。 

ニゴロブナ稚魚放流（田んぼ） ニゴロブナ稚魚放流（川） 5月28（日） 6月25日（日） 

花植 戦没者追悼法要 人権同和問題学習会 

健康講座 

今年で8回目となるニゴロブナ稚魚の放流会が、去年に引き続き今井博
美さんの田んぼ（びわこみみの里の北側）にて行われました。 
集まった子どもたちは20,000匹の稚魚を放流しました。 

田んぼに放流したニゴロブナ稚魚の川への放流会が行われました。 
集まった子どもたちは、約1cm～2cmに成長した稚魚の更なる成長を
願い川へ放流しました。 

自治会役員、小学校ＰＴＡ、まちづくり地
域環境部役員により、花壇の定植が行わ
れ、きれいな花壇に変身しました。  

観音寺、立像寺、正覚寺、今姓寺の各住職
による法要が行われました。法要後、遺族代
表の今井武司さんが挨拶をされました。 

法要に引き続き、宮嶋國彦様（元守山南中学校校長）
による人権同和学習会が行われました。子どもの人権
について貴重なお話に参加者は耳を傾けていました。  

6月18日（日） 6月18日（日） 6月18日（日） 

毎週火曜日開催の「ふれあいサロン」で七夕祭りが行われ、参加者は
短冊にそれぞれの願いを書き、賑やかなひとときを過ごされました。 

7月8日（土） 

認知機能低下予防を目的とした「脳を活性化させるシナプロジー
＆コグニサイズ」をテーマに健康講座が開催されました。講師の伊
藤久子さんのお笑い芸人並のパフォーマンスで自治会役員も変
装して参加し、大爆笑の大変楽しい講座となりました。 

毎月第2土曜日開催の「ひよこクラブ」で七夕祭りが行われ、それぞれ
の笹に自作の飾りをつけて楽しみ持ち帰られました。 


